
１ 包括外部監査契約に基づく監査（法§252の36～法§252の38）

○ 毎会計年度、外部監査人のイニシアティブによる監査を実施
○ 都道府県・指定都市・中核市については契約の締結を義務付け
○ その他の市町村は条例により任意に導入

（監査の種類）
・ 財務監査
・ 財政援助団体等監査

２ 個別外部監査契約に基づく監査（法§252の39～法§252の44）

○ 議会・長・住民から要求がある場合において外部監査人による監査をすることが適当であるとき
に、外部監査人による監査を実施

○ 条例により任意に導入

（監査の種類）
・ 事務監査請求に基づく監査
・ 議会からの監査請求に基づく監査
・ 長からの監査要求に基づく監査
・ 長からの財政援助団体等の監査要求に基づく監査
・ 住民監査請求に基づく監査

外部監査制度の基本的な仕組み


